
農林水産省では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年10月）」

を制定し、環境と調和のとれた農業生産を確保するため、持続性の高い農業生産方式を

導入する農業者の方を支援する制度を設けています。

環境と調和のとれた農業への挑戦
農林水産省では、農業者が環境と調和のとれた農業生産を行うための基本的な取組をまとめ、農業者自らが生産活動を

点検し、改善に努めるためのものとして「環境と調和のとれた農業生産活動規範（平成17年３月）」を策定しました。

土づくりの励行

適切で効果的・効率的な施肥

効果的・効率的で適正な防除

廃棄物の適正な処理・利用

エネルギーの節減

新たな知見・情報の収集

生産情報の保存

家畜排せつ物法の遵守

悪臭・害虫の発生を防止・低減す
る取組の励行

家畜排せつ物の利活用の推進

環境関連法令への適切な対応

エネルギーの節減

新たな知見・情報の収集

６ ７

まず始めに、基本的な農業生産活動を見直します。

さらなる挑戦は、エコファーマー

○土づくり：たい肥の施用

○施　　肥：全面全層施肥
化学肥料施用量　25kg/10a

○防　　除：農薬による防除
農薬散布回数　15回

○土づくり：土壌診断に基づくたい肥の適切な施用

○施　　肥：局所施肥
化学肥料施用量　20kg/10a

○防　　除：マルチ栽培、フェロモン剤等の組み合わせ
農薬散布回数　８回

持続性の高い農業生産方式慣行的な生産方式

農業者

「持続性の高い農業生産
方式の導入に関する指
針」の策定

作物毎に地域の実情にあ
った技術を農業者へ提供

都道府県

金融・税制上の特例措置
・農業改良資金の償還期間の延長
（10年→12年）

・農業機械取得時の課税特例
（初年度30％の特別償却又は７％
の税額控除）

国

環境と調和のとれた農業生産方式の実践

「持続性の高い農業生産方式の
導入に関する計画」を策定

土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その

他の良好な営農環境の確保に資する合理的な生産方

式であって、右の３つの技術のすべてを用いること

が必要です。

■強い農業づくり交付金
都道府県、市町村、農業者団体等が行う取組に対し、国が定額（補助率1/2相当）の支援を行っています。

● 面的なまとまりをもち、かつ環境と調和した持続的な農業生産技術の導入等を総合的に支援
（地域への技術導入実証、都道府県における調査研究など）

● 地域全体での有機農産物や特別栽培農産物の生産体制の確立の取組等を支援
（地域への技術導入実証、消費者・実需者との交流促進など）

■農林漁業金融公庫資金
たい肥化施設、有機物供給施設など、環境保全型農業推進のために必要な施設を整備する場合、特利で融資
を受けることができます。

●土づくり（たい肥その他の有機質資材の施用）
●化学肥料低減技術
●化学合成農薬低減技術

① 都道府県や農業普及指導センターに問い合わせて点検シートを入手

② 点検シートに記載されている７項目（４～５頁）に取り組み、その状況をチェック

③ 実施できなかった項目については、原因を明らかにして来年度に再チャレンジ！

実施できている項目については、さらなる技術にチャレンジ！

活用の方法

環境と調和のとれた農業生産活動規範

点検シート（作物の生産） 点検シート（家畜の飼養・生産）
チェック欄 チェック欄

Ⅲ Ⅲ

申請

認定

持続性の高い農業生産方式とは・・

持続性の高い農業生産方式のイメージ（キャベツの例）

環境保全型農業にはこんな支援策もあります！

（作物の生産）

認定を受けた農業者を「エコファーマー」
と呼んでいます。


